
令和６年分医療費通知書について 

 

医療費通知書は、ご自身の受けた医療の状況を知っていただくためにお送りしているお知ら

せです。（対象期間中に診療等を受けていない方には発送されません。） 

令和６年分の医療費通知書は下記の日程で発送予定です。 

対象期間 発送予定日 

令和 6年 1月～12月診療分 令和 7年 2月末日 

※郵便事情等により発送からお手元に届くまで数日要する場合があります。 

 

なお、医療費通知情報はマイナポータルで随時確認できます。（毎月 11日より 2カ月前の医

療費情報が閲覧可能です。）マイナポータルに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリー

ダイヤル：     ０１２０－９５－０１７８までお願いします。 

 

【確定申告にご利用される方へ】 

・確定申告にご利用される方には、令和６年１月～11月診療分が記載された医療費通知書を発

行することができますので、ご希望の方は令和７年２月３日から設置する下記のコールセン

ターへご連絡のうえ、必要書類を送付先へ郵送してください。 

 

〇後期高齢者医療費通知書コールセンター 

   

０１２０－４０－３１１４ 

   

受付期間 令和７年２月３日～令和７年３月１４日まで（土日祝を除く） 

受付時間 午前９：００～午後５：００ 

 

 

  〇必要書類（ ※必要書類の余白部分に連絡のつく電話番号を記載してください。） 

   ・被保険者の本人確認書類のコピー 

（被保険者証・資格確認書・運転免許証・マイナンバーカードのいずれか） 

   ・返信用封筒（110円切手を貼付し、返信先を記入してください。） 

    →返信用封筒１通につき、２名様の医療費通知書を同封できます。 

   ※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類のコピーも必要です。 

（健康保険証・資格確認書・運転免許証・マイナンバーカードのいずれか） 

   

必要書類の送付先 

  〒０３０－０８０１ 

  青森市新町二丁目４－１ 県共同ビル１階 

  青森県後期高齢者医療広域連合 医療費通知書係  



 

必要書類が届き次第、令和７年２月以降に順次発送します。 

 

・お電話の際は、被保険者番号がわかるもの（被保険者証や資格確認書等）をご用意ください。 

 ※被保険者番号がわからない場合は、「住所、氏名、生年月日」をお知らせください。 

・確定申告に利用するための１年分の医療費通知情報は、例年、２月９日からマイナポータル

でも取得可能です。 

・「医療費控除の明細書」の記入や、確定申告に関することは、最寄りの税務署へお問合せくだ

さい。 

 

 ※12月診療分については、医療機関等から発行された領収書をご利用ください。 

 

よくあるご質問 

 

Ｑ なぜ確定申告開始日に間に合うように発送しないのですか。 

もっと早く発送してほしいです。 

 

Ａ 保険診療の仕組み上、当広域連合で皆様の診療情報を確認できるのは診療月から約２か月

後となります。そのため、12月診療分までの診療情報を記載した通知書が作成可能となり、

発送できるのは、最短でも２月末となりますのでご了承ください。 

 


